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千代田区議会議長秋谷こうき様

件名千代田区二番町地区計画変更に対する区議会環境まちづくり委員会並びに

都市計画審議会の委員による充分なる検証実施の陳情

理由:

番町の住環境を守ってきた現行の地区計画と、2021年に策定されたぱ'かりの千代田区都

市計画マスタープランの趣旨を逸脱して、二番町の一角で超高層ビルの建築を容認する地

区計画の変更が、現在千代田区の行政組織により強力に進められようとしてぃます。

地区住民に対する貢献の見返りに、日本テレビに対して、賃貸商業ビル運営に充分な利潤を

上げるに必要な容積率、その容積率確保に要する建物高さを与えようとするための地区計

画の変更と理解しています。

千代田区に 50年、番町に 25年居住し、この地区の稀有な住環境、文教環境をこよなく

愛するものとして、番町の価値と地区環境に大きな変化を及ぼしかねない動きと思、い、本件

が審議された都市計画審議会、沿道まちづくり協議会などを傍聴してきました。前回の都市

計画審議会で、「現行の地区計画における規定である高さ 60 メートルの順守を最良とする

こと」、ただし、「地域貢献で得られる価値の大きさと見返りに損なう環境影響にっき、住民

の充分な合意が得られるならぱ」との条件付きで、高さ80メートルを限度とするビルの建

設も容認しうるとの専門家委員の見解が出たことは承知しております。この見解の趣旨は、

地区計画変更を行う際には、慎重かっ十分な事前検証を行うべきであると理解します。

しかるに、区役所から二番町地区住民に対する地区計画変更の説明会が近々開催される

と聞きました。しかし、これは実施に先立ち行われるべき区議会での議論が不十分なまま手

続きに入ったのではないかと懸念致します。つきましては、具体的な手続きに実施に入る前

にまずは、計画案の是非につき、地権者・区民の判断に資するような、区議会(環境まちづ

くり委員会)による議論を行い、その議事録が住民に理解されるように早期公表をお願いし

ます。

また、都市計画法16条、17条で集められた意見の集計・分析にあたっては、区の行政組織

に加え、区議会環境まちづく

望します。

以上、陳情致します。

陳情書

陳情者

住所

電話

2023年11月21日
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